
埼玉県青少年相談員
　県知事からの委嘱を
受け、地域のこどもたち
の健やかな成長を助け
るため活動するボランテ
ィアです。
  こどもたちの話し相手や遊び相手
となるようなイベント等の企画・
実施など
  義務教育を終了した15歳～39歳
の市内在住・在勤・在学者で、活
動に積極的に参加できる方

※ 15歳～17歳の方は、保護者の同意が
必要です。
  こども育成課児童青少年係（内線
3312）

久喜市地域公共交通会議委員
（８人）

応 募資格　18歳以上の市内在住・在
勤・在学者

※ 既に５つ以上の委員を兼任している
方は応募できません。
任期　委嘱日から２年
会議開催の予定　年４回程度
報酬　日額6,000円

 ３月28日㈮（当日
消印有効）までに、電
子申請・直接・郵送・
FAX・メールで住所・
氏
ふりがな

名・生年月日・性別・電話番号・
応募動機（400字程度）を明記の
上、交通住宅課交通係（〒346-
8501／ 22-3319／ kotsu@
city.kuki.lg.jp／内線2634）へ

第73回埼玉県美術展覧会
出品作品

開 催期間　５月28日㈬～６月19日㈭
（月曜日休館） 10時～17時30分
  埼玉県立近代美術館（さいたま市）

出 品部門　日本画（水墨画含む）、洋
画（版画含む）、彫刻、工芸、書
（篆
てん
刻・刻字含む）、写真の６部門

応 募資格　15歳以上の県内在住・在
勤・在学者（中学生不可）
  １点につき3,000円（出品手数料）

搬入日
日本画・洋画・書 ５/8㈭・11㈰・12㈪
彫刻・工芸・写真 5/9㈮・10㈯・13㈫
※各部門３点まで
応 募方法　開催要項（文化振興課、
本庁舎ロビー、各行政センター、
各コミュニティセンター（青葉・
南を除く）、各図書館、各文化会館、
ふれあいセンター久喜、県展ホー
ムページで配布）を確認の上、上
記搬入日に直接美術館へ（事前申
込不要）
  県生涯学習推進課芸術文化推進
担当 ☎048-830-6925

令和７年度埼玉未来大学受講生
　シニアのための大学
「埼玉未来大学」を開講
します。詳細はホームペ
ージをご覧ください。
  50歳以上の方（令和７年４月１日
現在）
  ３月21日㈮（必着）まで
  （公財）いきいき埼玉未来大学担当 
☎048-728-2299

埼玉県不動産鑑定士協会
一般公開セミナー

  ４月９日㈬ 14時～16時30分
  県民健康センター 大ホール（さ
いたま市）
  経済社会と埼玉県の不動産価格
  250人（申込順）
 ３月28日㈮までにFAX・電話・

はがきで、氏
ふりがな

名・住所・電話番号・
FAX番号を明記の上、同協会（〒
330-0061 さいたま市浦和区常盤
４-１-１浦和システムビルヂング５
階／ 048-789-6160／☎048-
789-6000）へ

近世歴史考教室「麗しの皇妃
エリーザベト　愛と葛藤の人生」
  ４月15日、５月13日・27日、６月３
日・17日、７月１日・15日・29日 各
火曜日 13時30分～15時（全８回）
  日本工業大学　

講  友
ともぞえ

添成
な る み

実さん
  魅力的なオーストリア皇妃エリー
ザベトの波乱に満ちた生涯に迫り
ます。
  20人
  8,000円（全８回分）
 ３月28日㈮までに、

はがきまたはメールで
「歴史考希望」・郵便番
号・住所・氏

ふりがな

名・年齢、
電話番号を明記の上、同大学生涯
学習センター（〒345-8501 宮代
町学園台４-１／ shougai@nit.
ac.jp／☎34-4111）へ

イベント定期救命講習受付開始日の変更
　４月１日から定期救命講習は、受
付開始日が「１カ月前」から「６カ月前
（平日のみ）」に変更され
ます。詳細は、埼玉東
部消防組合消防局ホー
ムページをご覧ください。
※ １時間30分未満の講習会は従来どお
りです。
  西救急ステーション救命講習担当 
☎43-6966
  埼玉東部消防組合消防局救急課 
☎21-0297

保養施設宿泊利用料助成の終了
　国民健康保険および後期高齢者医
療に加入されている方を対象に実施
している保養施設宿泊利用料の助成
は、３月31日宿泊分をもって終了予
定です。
  国民健康保険課国保管理係（内
線3442・3443）

改正育児・介護休業法が施行
　令和７年４月１日から改正育児・
介護休業法が段階的に施行されます。
改正の主な目的は次のとおりです。
・ 子の年齢に応じた柔軟な働き方を
実現するための措置の拡充
・ 介護離職防止のための仕事と介護
の両立支援制度の強化等
  埼玉労働局雇用環
境・均等部指導課　
☎048-600-6269

市民活動推進基金に
ご協力ください

　市では、市民の皆さんからの寄付
金と市の財源を合わせて「市民活動
推進基金」を設けています。この基
金を活用して、さまざまな市民活動
に財政的支援を行っています。市民
活動推進基金への寄付にご協力をお
願いします。
寄付の方法
①窓口での寄付
市民生活課または各行政センター
②募金箱での寄付
　 市内の商店や公共施設などに募金
箱を設置しています。
③不要入れ歯リサイクル
　 NPO法人日本入れ歯リサイクル協
会と協力し、不要入れ歯の回収を
行っています。入れ歯の金属部分
をリサイクルして得られる収益が
市民活動推進基金と日本ユニセフ
協会に寄付されます。
不要入れ歯回収ボックス設置施設
 久喜市役所・各行政センター・ふ
れあいセンター久喜・コミュニティ
センター等の公共施設
  市民生活課市民活動推進係（内線
2624・2625）／各行政センター
地域振興係（ 253／ 217／

　 110）

旧優生保護法に基づく優生手術
などを受けた方への補償金

　対象者には国から補
償金等が支給されます。
詳細は埼玉県のホーム
ページをご覧ください。
  県旧優生保護法補償金等受付・
相談窓口 ☎048-831-2777（平
日９時～17時）

しみん農園栗橋・鷲宮
新規利用者

区画面積 年間使用料

栗橋
20㎡ 2,400円
30㎡ 3,600円
50㎡ 6,000円

鷲宮 30㎡ 12,000円
利 用期間　令和７年４月１日～令和
８年３月31日
 ３月３日㈪～17日㈪ ９時～17

時に農業振興課農業振興係（ 内
線337）へ

※ 他のしみん農園（久喜・菖蒲）は随
時募集中

愛の泉
～善意をありがとうございます～

★福祉事業のために
・熊

くまだき

懐真
し ん ご

吾さん　金 1,500,000円
　　　 （ふるさと納税寄付金として）
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 菖蒲行政センター  栗橋行政センター  鷲宮行政センター
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 日程　  場所　  内容　講 講師　  対象　  定員　  費用　  持ち物　  申込み・応募　  問合せ
※総合支所は行政センターに変わりました。
※郵便番号のみ記載の場合は、所在地記入不要です。
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